
玉

東

町

ぎ
ょ
く

と
う

ま
ち

（役 場）

一 
 

概

況

 
 

本
町
は
、
熊
本
県
の
北
部
、
玉
名
郡
の
南
東
部
に
位
置
し
、
東
は
熊
本
市
、
北
は
山
鹿
市
、

玉
名
市
及
び
和
水
町
、
西
は
、
玉
名
市
、
南
は
、
熊
本
市
及
び
玉
名
市
に
接
し
て
い
る
。
人
口

は
五
、
五
五
四
（
平
成
二
二
年
国
勢
調
査
）、
面
積
は
約
二
四
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い

る
。

 
 

地
勢
は
、
周
囲
を
山
に
囲
ま
れ
て
中
央
が
盆
地
と
な
っ
て
お
り
、
中
央
部
か
ら
北
西
に
向
か

っ
て
木
葉
川
が
流
れ
菊
池
川
に
合
流
し
て
い
る
。
田
畑
、
山
林
の
割
合
が
多
く
、
産
業
は
農
業

が
主
体
で
、
町
南
部
は
、
隣
接
す
る
熊
本
市
及
び
玉
名
市
と
と
も
に
金
峰
山
麓
オ
レ
ン
ジ
ベ
ル

ト
を
形
成
す
る
み
か
ん
の
中
核
的
生
産
地
で
、
ほ
か
に
も
な
し
、
す
い
か
、
す
も
も
（
ハ
ニ
ー

ロ
ー
ザ
）
、
な
ど
の
生
産
も
盛
ん
で
あ
る
。
ま
た
北
部
は
、
木
葉
山
に
埋
蔵
す
る
石
灰
岩
を
利
用

し
、
明
治
の
こ
ろ
か
ら
生
石
灰
、
タ
ン
カ
ル
製
造
を
主
産
業
と
し
て
栄
え
て
き
た
。

 
 

交
通
は
、
町
を
Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線
が
横
断
し
て
中
央
部
に
木
葉
駅
が
あ
る
の
を
は
じ
め
、
Ｊ

Ｒ
に
並
行
し
た
国
道
二
〇
八
号
に
は
、
熊
本
、
玉
名
方
面
へ
バ
ス
が
運
行
さ
れ
て
い
る
。

 
 

旧
跡
と
し
て
、
西
南
戦
争
で
有
名
な
有
栖
川
宮
督
戦
の
地
や
吉
次
峠
な
ど
の
激
戦
地
跡
が
あ

る
。
吉
次
峠
は
、
西
南
戦
争
で
最
も
激
し
い
戦
い
が
行
わ
れ
た
場
所
の
ひ
と
つ
で
、
薩
軍
防
衛

線
最
後
の
牙
城
と
な
っ
た
地
で
あ
り
、
官
軍
に
「
地
獄
峠
」
と
し
て
恐
れ
ら
れ
た
険
し
い
場
所

で
あ
る
。
現
在
、
こ
の
付
近
に
は
、
こ
こ
で
戦
っ
た
、
薩
軍
の
篠
原
国
幹
戦
死
の
地
や
、
熊
本

隊
隊
長
佐
々
友
房
の
詩
碑
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
古
代
製
鉄
所
跡
、
鎌
倉
期
の
五
輪
塔
、

中
世
の
城
跡
も
残
り
、
歴
史
的
、
文
化
的
に
貴
重
な
資
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

 
 

ま
た
、
西
安
寺
神
楽
、
雨
乞
い
踊
り
が
郷
土
芸
能
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、

丸
田
公
園
、
陣
内
公
園
、
年
ノ
神
水
源
公
園
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。

二 
 

町
名
の
由
来

 
 

昭
和
三
〇
年
（
一
九
五
五
）
三
月
の
新
村
発
足
に
あ
た
り
、
合
併
二
か
村
の
住
民
か
ら
公
募

し
た
も
の
で
、
玉
名
郡
の
東
部
に
位
置
す
る
と
こ
ろ
か
ら
「
玉
東
村
」
が
選
ば
れ
た
。
四
二
年

四
月
一
日
、
町
制
を
施
行
し
た
。

三 
 

平
成
の
合
併
検
討
経
緯
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平
成
一
二
年
三
月
に
県
が
策
定
し
た
市
町
村
合
併
推
進
要
綱
に
お
い
て
は
、
玉
東
町
に
つ
い

て
は
、
玉
名
市
、
岱
明
町
、
横
島
町
、
天
水
町
と
の
一
市
四
町
の
合
併
パ
タ
ー
ン
が
示
さ
れ
た
。

町
長
は
、
合
併
任
意
協
議
会
参
加
に
当
初
は
慎
重
姿
勢
を
示
し
た
も
の
の
、
合
併
を
検
討
す
る

こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
に
参
加
、
玉
名
郡
市
一
市
八
町
で
の
協
議
が
行
わ
れ
た
。
そ

の
後
、
横
島
町
、
天
水
町
の
二
町
と
共
に
、
一
時
任
意
協
議
会
を
離
脱
し
た
も
の
の
、
こ
の
三

町
で
の
合
併
検
討
は
具
体
化
せ
ず
、
玉
東
町
は
、
住
民
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
踏
ま
え
、
玉
名

市
を
軸
と
す
る
合
併
協
議
に
復
帰
し
た
。

　

し
か
し
、
玉
東
町
長
は
、
広
域
合
併
に
よ
る
諸
課
題
に
対
す
る
懸
念
を
示
し
、
平
成
一
六
年

一
〇
月
の
玉
名
地
域
一
市
八
町
合
併
協
議
の
休
止
後
も
、
新
た
な
合
併
枠
組
み
の
模
索
に
は
慎

重
な
姿
勢
を
見
せ
、
結
果
的
に
は
、
住
民
理
解
が
得
ら
れ
な
い
と
し
て
合
併
特
例
法
期
限
内
の

合
併
を
断
念
し
た
。（
第
二
編
「
荒
尾
・
玉
名
地
域
」
参
照
）

四 
 

昭
和
以
前
の
合
併
検
討
経
緯

１ 
 

終
戦
後
の
合
併
経
緯
と
関
係
村
の
沿
革

（
市
制
・
町
村
制
施
行
前
か
ら
終
戦
時
に
か
け
て
の
状
況
）

（
一
） 

 

木
葉
村

（
二
） 

 

山
北
村

２ 
 

町
村
合
併
促
進
法
制
定
後
の
経
緯

 
 

旧
藩
時
代
は
、
内
田
手
永
の
下
に
あ
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
の
大
小
区
制
の
下
に

あ
っ
て
は
、
第
七
大
区
第
五
小
区
に
属
し
た
が
、
一
二
年
に
は
郡
区
町
村
編
制
法
に
基
づ
き
、

木
葉
町
、
上
木
葉
村
、
浦
田
村
、
山
口
村
、
稲
佐
村
の
五
か
町
村
が
一
行
政
区
域
と
な
り
、
戸

長
役
場
が
置
か
れ
た
。
一
七
年
の
改
正
で
も
行
政
区
域
は
変
ら
ず
、
二
二
年
四
月
、
町
村
制
施

行
に
よ
り
、
こ
れ
ら
五
か
町
村
が
合
併
し
て
木
葉
村
と
な
っ
た
。

 
 

旧
藩
時
代
は
、
小
田
手
永
の
下
に
あ
っ
た
。
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
は
第
七
大
区
第
四

小
区
と
な
り
、
戸
長
に
よ
り
村
政
が
と
ら
れ
た
が
、
一
二
年
、
郡
区
町
村
編
制
法
に
基
づ
き
、

白
木
、
上
白
木
、
二
俣
の
三
か
村
お
よ
び
原
倉
、
西
安
寺
の
二
か
村
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
政
区
域

と
さ
れ
、
戸
長
役
場
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
七
年
に
行
政
区
域
の
修
正
が
行
わ
れ
、
こ
れ
ら
五

か
村
は
一
行
政
区
域
と
な
っ
た
。
二
二
年
四
月
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
、
こ
れ
ら
五
か
村
が
合

併
し
て
山
北
村
と
な
っ
た
。

 
 

木
葉
、
山
北
両
村
は
、
地
形
、
産
業
、
村
民
の
生
活
環
境
な
ど
す
べ
て
が
類
似
し
て
お
り
、

古
く
か
ら
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も
緊
密
な
間
柄
で
、
同
一
生
活
圏
に
あ
り
、
戦
前
か
ら
両
村

は
、
組
合
立
の
青
年
学
校
、伝
染
病
組
合
を
設
立
し
て
行
財
政
運
営
の
合
理
化
を
図
っ
て
い
た
。

 
 

昭
和
二
八
年
（
一
九
五
三
）
、
促
進
法
が
制
定
さ
れ
る
や
、
両
村
民
の
福
祉
増
進
の
た
め
に
は

行
政
区
域
を
拡
大
し
て
財
政
力
の
強
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
い
て
、

き
わ
め
て
円
滑
に
合
併
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
 

同
年
一
〇
月
、
両
村
は
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
議
員
、
嘱
託
員
、
各
種
団
体
の
代
表
者
な
ど
四
六

人
か
ら
な
る
合
併
促
進
委
員
会
を
結
成
し
、主
と
し
て
町
村
合
併
促
進
の
気
運
醸
成
を
図
っ
た
。

 
 

翌
二
九
年
八
月
、
合
併
促
進
協
議
会
を
設
立
し
、
総
務
、
土
木
、
教
育
民
生
、
経
済
の
小
委

員
会
を
設
け
、
関
係
規
約
、
事
務
局
、
予
算
案
に
つ
い
て
決
議
し
、
正
式
に
合
併
事
務
に
着
手
。

 
 

し
か
し
、
合
併
促
進
協
議
会
の
委
員
の
な
か
に
は
、
経
済
圏
を
同
じ
く
す
る
八
嘉
村
の
東
部

お
よ
び
田
原
村
の
西
部
を
含
め
て
合
併
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
が
強
く
、
こ
れ
を
住
民
に
呼

び
か
け
た
も
の
も
い
た
の
で
、
関
係
住
民
の
な
か
に
は
、
こ
の
案
を
希
望
し
、
運
動
を
起
こ
す

も
の
も
い
た
が
、
県
お
よ
び
両
村
当
局
が
こ
れ
に
反
対
ま
た
は
消
極
的
で
、
両
村
の
合
併
が
終

っ
た
の
ち
、
最
終
的
に
調
整
す
る
と
の
態
度
を
と
っ
た
た
め
、
分
割
合
併
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
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市

制

・

町
村
制
前

市

制

・

町

村

制

後

終

戦

ま
で

終

戦

時

木

葉

村

山

北

村

玉

東

村

玉

東

町

玉

東

町

（
昭
三
〇.

・
三
・
一

新
設
）

（
昭
四
二
・
四
・
一

町
制
施
行
）

木

葉

村

上

木

葉

村

浦

田

村

山

口

村

稲

佐

村

原

倉

村

西

安

寺

村

上

白

木

村

白

木

村

二

俣

村

木

葉

村

木

葉

村

山

北

村

山

北

村

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）

（
明
二
二
・
四
・
一
新
設
）



 
 

両
村
の
合
併
の
基
本
的
構
想
に
つ
い
て
は
、
反
対
意
見
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、
合
併
上

問
題
と
な
っ
た
の
は
、
財
産
処
分
と
村
名
選
定
で
あ
っ
た
。
財
産
処
分
に
つ
い
て
は
、
木
葉
村

有
地
に
官
行
造
林
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
、
（
実
測
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
、
こ
の
財
産
を
合
併
と

同
時
に
村
の
財
産
に
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
論
議
が
交
さ
れ
た
が
、
結
局
、
財
産
区
を
設
定

し
、
そ
の
分
収
金
の
二
分
の
一
を
新
村
に
寄
付
す
る
こ
と
で
意
見
が
一
致
し
た
。

 
 

な
お
、
村
名
に
つ
い
て
は
、
両
村
の
名
称
を
主
張
し
て
譲
ら
な
い
の
で
、
村
民
一
般
か
ら
募

集
し
た
結
果
、
玉
東
村
を
採
用
し
た
。
こ
う
し
て
翌
三
〇
年
三
月
一
日
、
両
村
は
合
併
し
て
玉

東
村
が
発
足
し
た
。
そ
の
後
、
四
二
年
四
月
一
日
、
町
制
を
施
行
し
、
玉
東
町
と
な
っ
た
。

 
 

役
場
は
、
両
村
の
ほ
ぼ
中
央
で
交
通
、
通
信
そ
の
他
官
公
署
と
の
連
絡
お
よ
び
住
民
の

至
便
な
位
置
に
置
く
。

 
 

役
場
の
建
物
は
、
昭
和
三
一
年
度
に
新
築
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
竣
工
ま
で
の
期
間
は
、

暫
定
的
に
木
葉
村
大
字
木
葉
六
六
番
地
、
一
瀬
春
太
郎
氏
の
建
物
を
借
用
し
、
充
て
る
も

の
と
す
る
。

 
 

選
挙
区
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
選
挙
区
の
設
定
は
、
合
併
後
最
初
の

選
挙
に
限
る
。

３ 
 

合
併
条
件
お
よ
び
協
定
事
項

（
一
） 

 

合
併
の
形
式 

 
 
 

木
葉
村
と
山
北
村
を
合
体
す
る
。

（
二
） 

 

実
施
の
時
期 

 
 
 

昭
和
三
〇
年
三
月
一
日

（
三
） 

 

新
村
名 

 
 
 

村
名
は
、
「
玉
東
村
」
と
す
る
。

（
四
） 

 

役
場
の
位
置

（
五
） 

 

役
場
出
張
所

 
 

１ 
 

出
張
所
は
設
け
な
い

 
 

２ 
 

そ
の
他
の
庁
舎
の
転
用
の
方
針 

 
 
 

将
来
社
会
福
祉
施
設
に
転
用
す
る
。

（
六
） 

 

議
員
の
任
期

 
 

町
村
合
併
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
、
そ
の
任
期
を
昭
和
三
〇
年
四
月
末
日
ま
で
延
長
す
る
。

（
七
） 

 

議
員
の
選
挙
区
お
よ
び
定
数

２ 
 

第
一
選
挙
区 

 

木
葉
村
九
人 

 
 
 

第
二
選
挙
区 

 

山
北
村
九
人

（
八
） 

 

農
業
委
員
の
委
員
の
任
期
お
よ
び
定
数

１ 
 

定
数
は
、
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
、
山
北
村
八
人
、
木
葉
村
七
人
、
計
一
五
人
を
互

１２１

選
に
よ
っ
て
選
出
す
る
。

 
 

２ 
 

任
期
は
、
促
進
法
の
特
例
を
適
用
し
、
昭
和
三
一
年
二
月
末
日
ま
で
延
長
す
る
。

（
九
） 

 

教
育
委
員
会
の
委
員
の
任
期

 
 

任
期
は
、
促
進
法
の
規
定
を
適
用
し
て
、
現
在
の
委
員
の
互
選
に
よ
る
委
員
の
任
期
と
、

昭
和
三
一
年
二
月
末
日
ま
で
延
長
す
る
。

 
 

促
進
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
合
併
の
際
現
に
そ
の
職
に
あ
る
合
併
関
係
村
の
一
般
職
の

職
員
は
、
引
き
続
き
新
村
の
職
員
と
し
て
の
身
分
を
保
有
せ
し
め
、
職
員
の
勤
務
年
数
は
、

こ
れ
を
承
継
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

一
般
職
の
職
員
の
退
職
手
当
は
、
国
家
公
務
員
に
準
じ
て
普
通
退
職
手
当
の
額
に
左
に

掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

両
村
の
保
有
す
る
い
っ
さ
い
の
資
産
は
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、

木
葉
村
の
官
行
造
林
地
に
つ
い
て
は
財
産
区
を
設
置
し
、
そ
の
分
収
金
の
二
分
の
一
を
新

村
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

両
村
に
あ
る
機
械
器
具
は
、
現
状
の
ま
ま
と
し
、
逐
次
ガ
ソ
リ
ン
ポ
ン
プ
等
の
購
入
を

な
し
消
防
機
械
器
具
の
充
実
整
備
を
図
る
。

（
一
〇
） 

 

合
併
関
係
村
の
職
員
の
身
分
取
扱
い

２ 
 

特
別
職
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
慮
す
る
。

１３

 
 
 
 

ア 
 

昭
和
三
〇
年
三
月
一
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
三
〇
〇

 
 
 
 

イ 
 

昭
和
三
〇
年
八
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
一
五
〇

 
 
 
 

ウ 
 

昭
和
三
一
年
二
月
末
日
ま
で
に
退
職
の
申
し
出
を
し
た
者 

 

一
〇
〇
分
の
五
〇

（
一
一
） 

 

助
役
の
定
数 

 
 
 

一
人
と
す
る
。

（
一
二
） 

 

嘱
託
員
の
設
置 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
存
置
す
る
。

（
一
三
） 

 

資
産
お
よ
び
負
債

１１

 
 

２ 
 

両
村
の
負
債
は
、
新
村
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
一
四
） 

 

消
防
団
の
統
合

２ 
 

現
在
の
消
防
団
を
次
の
と
お
り
統
合
す
る
。
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合

併

前

合

併

後

本
団
数

分
団
数

団
員
数

本
団
数

分
団
数

団
員
数

二

一

一
一

一
一

六
〇
〇

六
〇
〇



　

３ 
 

逐
次
各
地
区
に
消
防
貯
水
溜
を
設
け
る
。

 
 

４ 
 

新
村
発
足
後
、
村
内
に
消
防
団
の
本
部
を
置
く
。

（
一
五
） 

 

税
の
調
整

 
 

１ 
 

昭
和
二
九
年
度
は
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

２ 
 

昭
和
三
〇
年
度
か
ら
実
地
調
査
を
な
し
、
旧
両
村
の
税
率
を
調
整
す
る
。

 
 

３ 
 

村
税
の
収
入
未
済
分
は
、
合
併
前
日
ま
で
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
整
理
す
る
。

（
一
六
） 

 

大
字
の
名
称

 
 

上
木
葉
、
浦
田
、
木
葉
、
山
口
、
稲
佐
、
白
木
、
二
俣
、
上
白
木
、
西
安
寺
、
原
倉
を
本

村
の
大
字
の
名
称
と
す
る
。

（
一
七
） 

 

国
民
健
康
保
険

 
 

１ 
 

合
併
と
同
時
に
統
合
す
る
。

 
 

２ 
 

昭
和
二
九
年
度
の
税
率
は
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

３ 
 

昭
和
三
〇
年
度
か
ら
実
地
調
査
を
な
し
、
旧
両
村
の
税
率
を
調
整
す
る
。

 
 

４ 
 

保
険
税
の
未
収
入
は
、
合
併
前
日
ま
で
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
整
理
す
る
。

（
一
八
） 

 

小
学
校
、
中
学
校
そ
の
他
の
教
育
、
文
化
施
設
の
統
合
、
整
備

 
 

１ 
 

教
育
委
員
会
事
務
局
の
設
置 

 
 
 

役
場
内
に
設
置
す
る
。

 
 

２ 
 

小
学
校
の
位
置 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

３ 
 

小
学
校
校
舎
の
増
、
改
築
の
方
針 

 

一
応
現
在
の
ま
ま
と
し
、
必
要
に
応
じ
考
慮
す
る
。

 
 

４ 
 

小
学
校
の
校
区 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

５ 
 

中
学
校
の
位
置 

 
 
 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

６ 
 

中
学
校
校
舎
の
増
、
改
築
の
方
針 

 

一
応
現
在
の
ま
ま
と
し
、
必
要
に
応
じ
考
慮
す
る
。

 
 

７ 
 

中
学
校
の
校
区 

 
 
 

当
分
の
間
、
現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 

８ 
 

公
民
館
の
統
合
整
備 
 
 
 

統
合
す
る
。

（
一
九
） 

 

火
葬
場
の
位
置 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
二
〇
） 

 

診
療
所
の
位
置 

 
 
 

昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
新
築
す
る
。

（
二
一
） 

 

保
育
所
の
位
置 

 
 
 

現
在
の
ま
ま
と
す
る
。

（
二
二
） 
 

次
の
団
体
の
早
期
統
合
を
あ
っ
せ
ん
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農
業
協
同
組
合
、
農
業
共
済
組
合
、
婦
人
会
、
青
年
団
、
そ
の
他

４ 
 

合
併
時
の
三
役
及
び
正
副
議
長

５ 
 

合
併
時
の
関
係
村
の
現
況
表

長

助

役

収

入

役

議

長

副

議

長

村

名

木

葉

村

山

北

村

徳
永

良
城

清
田

光
雄

松
本

長
蔵

山
野
小
一
郎

赤
沢

正
明

清
田

直
人

藤
山

文
治

平
井

俊
雄

坂
本

秋
雄

畠
山

茂

区

分

都
市
的

業

態

そ
の
他

の
業
態

千
円 人人人人

人
人

戸人

平
方
粁

商

工

業

そ

の

他

そ

の

他

計計

農

業

官

公

署

中
学
校
以

上
の
学
校

中

学

校

高

等

学

校

国

税

納

税

額

人

口

戸

数

面

積

業

態

生

業

の
割
合

二
、
三
五
七

―

二六

四
、
六
五
七

一
七
五

四
、
四
八
二

三
、
四
八
二

二
四
・
一
六

八
四
一

二
、
七
七
一

二
、
九
一
〇

四
八
五

二
、
四
二
五

七
〇
二

三
五
六

三
四
六

一
、
四
八
八

七
一
三

七
七
五

八
、
二
六
九

一
七
、
七
一
〇

―

一四

八
九
一九

八
八
二

七
・
六
七

三
、
八
〇
一

六
四
七

―

一二

三
、
七
六
六

一
六
六

三
、
六
〇
〇

一
六
・
四
九

四
、
四
六
八

玉

東

村

木

葉

村

山

北

村

合

併

村

―1102―
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千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

県

税

納

税

額

市

町

村

税

納

税

額

前

年

度

予

算

総

額

会
社
、工
場
、事
業
場(

資
本
金
五
百
万
円
以
上)

生

産

額

鉱

工

産

農

産

そ

の

他

計

三
二
五
、
九
二
六

一
五
一
、
四
二
六

四
六
、
六
九
二

一
六
三
、
六
四
四

一
一
五
、
五
九
〇二

二
六
、
三
六
六

九
、
七
五
五

一
、
四
六
〇

六
、
六
九
二

四
三
、
一
四
四

一
〇
一
、
五
九
〇二

一
一
、
五
三
八

四
、
四
八
二

一
、
一
五
〇

三
一
〇

一
七
四
、
五
〇
〇

四
〇
、
〇
〇
〇

一
二
〇
、
五
〇
〇

一
四
、
〇
〇
〇

―

一
四
、
八
二
八

五
、
二
七
三


	玉東町

